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Today 60% of the food consumed in Japan comes from other countries . This reality 

is causing several problems concerning food safety .  One exampl� is pesticide residues . 

Imported bananas , for instance , contain pesticide residues not only in their peels but 

also in their flesh . Some of the pesticides are not approved for use in Japan . Others 

are not approved even by the producing countries and are used illegally . 

The pesticides are causing problems in the banana producing countries as well . In the 

Philippines , which produce 70 to 80% of the bananas marketed in Japan , the 

pesticides are polluting land , water and people . The major banana plantations are 

managed by transnational companies from the US and Japan. Nearly 7 , 700 banana 

workers were affected by an extremely toxic pesticide and have become sterile. Some 

of them filed a law suit for compensation . These are some of the problems of having 

one’s  food produced in other countries . 

は じ め に

今 日 の 日 本 は 食料供給 の 6 割 を輸入 に頼 っ て お り 、 輸入食料の 安全性が重要 な 問題 に な っ て い る 。

食料の 安全性 に 関 わ る 問題 は い く つ か あ る が、 農薬 も そ の 中 の 一つ で あ る 。 筆者はかつて1980年代に、

輸入果実 の 中 で長年 に わ た っ て量、 金額 と も に 首位の座を保 っ て い る バ ナ ナ を 例 に と り 、 農薬使用 実

態調査を行 っ た。 血 ） そ の 後1990年代 に も 引 き 続 き 同様の調査 を行 っ た の で、 そ の 結 果 を 今 固 ま と め

た。

農薬 と い え ば、 食料輸入 国 の 日 本 に と っ て は ま ず残留農薬が気 に か か る 。 そ こ で最初 に 過去10年 間

に 輸入バ ナ ナ か ら ど の よ う な 農薬が検 出 さ れ た か を紹介す る 。 次に、 生産現場のバナ ナ プ ラ ン テー シ ョ

ン で農薬使用 に よ っ て ど の よ う な 被害が生 じ て い る か に つ い て も 報告す る 。 バ ナ ナ の 生産 ・ 輸 出 国 は、

発展途上国 と 呼 ばれ る 国 々 で あ る が、 近年、 開発輸入 と 言 っ て 消費国 で あ る 経済先進 国 の 企業が 出 向
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い て資金提供や技術指導 を行 っ て生産す る 場合が増え て い る 。 日 本が十分な 食料を 確保す る た め に 他

国 に 被害が及ん で い る と す れ ば、 そ の 点 に 注意を 向 け る の は消費国 の 責任 で あ る 。 従 っ て、 バ ナ ナ の

生産現場 で の 農薬禍 に つ い て も で き る 限 り 言及す る 。

第一章 1 990年代の農薬残留状況

ま ず、 輸入バ ナ ナ に つ い て、 1990年代の農薬残留検査の結果を紹介す る 。 農薬の 残留検査の結果を

最 も 詳 し く 公表 し て い る 自 治体 は 東京都で あ る 。 例え ば愛知県に も 衛生研究所 は あ る が、 同県で は 残

留基準値を超え て 検 出 さ れ た 場合、 つ ま り 違反例の み を公表 し て い る 。 こ れ に対 し て 東京都 は 違反例

の み で な く 、 残留基準値以下で あ っ て も 農薬が検 出 さ れ た 例 を す べ て 報告 し 、 残留値 も発表 し て い る 。

ま た検体数 も 多 い。 更 に 東京都内 に 入荷 し た農産物 は全国 に流通す る の で、 東京都の検査結果 は 全 国

的傾向 を知 る 上で有効 で あ る 、 と の コ メ ン ト を愛知県衛生研究所か ら い た だ い た。 そ こ で本稿で は主

に 東京都が実施 し た残留検査の結果を使用 し た。

東京都で は都の食品環境指導セ ン タ ー が東京都立衛生研究所 な ど に 依頼 し て 毎年輸入農産物の 農薬

残留検査を 実施 し て い る 。 こ れ は 昭和60年 に 開 始 さ れた。 こ れ と は別 に、 都 の 検査機関 で あ る 都立衛

生研究所が独 自 に輸入農産物残留検査を行 っ て お り 、 そ の結果を 同研究所 の 年報で公表 し て い る 。 こ

ち ら の 方 は 昭和57年 に 開始 さ れ た 。 そ こ で、 こ の二つ の継年検査結果を 中 心 に 、 そ の 他生活協同組合

（以下、 生協 と 略す） や 消 費者団体が必要 に 応 じ て 実施 し た検査結果を 加 え て 表 1 に ま と め た 。 惟幻 同

表 に 従 っ て 、 1990年代の輸入バ ナ ナ の 農薬残留状況を以下に考察す る 。

表 1 1990年代の輸入バ ナ ナ の残留農薬（防ばい剤 を含む） 盆 1
年 月 農 薬 名 分 類 用 途 輸入先 残留基準 検出量（ppm) 検査機関 （実施機関）

1989 4～ ク ロ Jレ ピ リ フ ォ ス 有機 リ ン系 殺虫剤 不明 な し 金果 0.02～0.065 東京都立衛生研究所 ・ 市場衛生検査所
1993. 3 果皮 0.04～0.16 （東京都食品環境指導セ ン タ ー ）
1990. 4～ 可食部の み分析 し た結果、 不検出 （ND） で あ 勺 た。 東京都立衛生研究所
1991 .  3 一 年報42号 一
1991. 4～ ク ロ Jレ ピ リ フ ォ ス 有機 リ ン 系 殺虫剤 フ ィ リ ピ ン な し 全果 ND～0.01 同上
1992. 3 一 年報43号 一
1992. 4～ ク ロ Jレ ピ リ フ ォ ス 有機 リ ン 系 殺虫剤 フ ィ リ ピ ン な し 会果 ND～0.03 同上
1993. 3 一 年報44号 一
1990 .－－.： ノ ミ Jレ そ の他 殺菌剤 フ ィ リ ピ ン な し 果皮 0.31～1.30 （東尽都生活文化局）

果肉 0.02～0.06
エ ク ア ド ル 果皮 1. 10～2.70

果肉 0.05～0.09
ク ロ jレ ピ リ フ ォ ス 有機 リ ン 系 殺虫剤 フ ィ リ ピ ン な し 果皮 0.02～0.11

エ ク ア ド ル 果皮 0.02
チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル そ の 他 殺菌剤 フ ィ リ ピ ン な し 果皮 0.42～1.90

果肉 0.05～0.12
エ ク ア ド ル 果皮 1 .90～2.80

果肉 0.07～0.12
1991.10～ カ ルベ ン ダ ゾー ル モ の 他 殺菌剤 7 ィ リ ピ ン な し 果皮 0.08～1.20 横浜国立大学環境科学研究セ ン タ ー
1993. 1 （チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ （チキータ プラン 的 （ 日 本子孫基金）

ル お よ びベ ノ ミ ルの 有 " 果皮 O.D7～ 1 .70
効成分） （ ドール プラ ン ド） 果肉 0.40" 果皮 ND （不検出）

（デルモノテ プラノ ド）
エ ク ア ド ル 果皮 0.06
（ ドール プラ ン ド）＂’ 果皮 0.15～1 .8
（エナ j プラ ン ド），， 果皮 0.30
（パグl プラ ン ド）
コ ス タ リ カ 果皮 0.20
（デルモンテ 7ラ ノ ド）
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1992.10 ’t ノ ミ I� そ の他 殺菌剤 エ ク ア ド ル な し 果皮 0.40～0.70 日 本食品分析セ ン タ ー （ 名 古 屋 勤 労 者
果肉 0.11 生活協同組合）

台湾 果皮 0.30
チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル そ の他 殺菌剤 エ ク ア ド ル な し 果皮 0.46～0.80

果肉 0.12
台湾 果皮 0.65

1993 4～ ピ テ ル タ ノ ー ル 有畿窒素系 殺菌剤 フ ィ リ ピ ン 全果で0.50 全果 0.14～0.49 東京都立衛生研究所
1994 3 ク ロ I� ピ リ 7 ォ ス 有畿 リ ン 系 殺虫剤 フ ィ リ ピ ン 金泉で0.50 全果 o.oi （東京都食品環境指導セ ン タ ー）

結臭素E謹幻 そ の他 熔蒸剤 フ ィ リ ピ ン 全果で20.00 全果 1 .00
果肉 3.00

イ マ ザ リ ル そ の 他 防ばい帝l エ ク ア ド ル 金泉で2.00 果肉 0.30
チ7ベン ダゾー／�（TBZ) そ の他 防ばい宵j エ ク ア ド ル 金泉で3.00 果肉 0.08～0.20

果肉 で0.40
ピ デ ル タ ノ ー ル 有機蜜索系 設菌剤 フ ィ リ ピ ン 全果で0.50 残留基隼 を 超 え て 市場衛生検査所

（ チ キ ー タ と 各 々 0.60、 0.80pp （東京都衛生局 が違 反 例 と し て 1994 年
サ ン レ イ ナ m検出。 輸入 業 者 1 月 25 日 に 発表）
プ ラ ン ド） に 回収指示 が 出 さ

れ た が、 既 に 販売
さ れ、 回収で き な
か 勺 た。

ピ デ ル タ ノ ー ル 有犠窒素系 殺菌剤 エ ク ア ド ル 全果で0.50 全果 0.14～0.31 東原都立衛生研究所
果肉 。（痕 跡 つ ま 一 年報45号 一
り 0.01未満） ～0.02

7 ィ リ ピ ン 全果 ND～0.79
果 肉 ND～Tr

ク ロ Jレ ピ リ フ ォ ス 有機 リ ン 系 殺虫剤 フ ィ リ ピ ン 全果で0.50 全果 ND～0.01
ピ テ ル タ ノ ー ル 有償窒素系 設菌剤 エ ク ア ド ル 金果で0.50 全果 0.10～0.36 同上

7 ィ リ ピ ン 全果 0.19～0.79
イ ン ド ネ シ 7 金泉 0.23～0.32 一一上記の よ う に フ ィ リ ピ ン 産 と エ ク
不明 全果 0.29～0.52 ア ド ル産か ら ピ テ ル タ ノ ー ル が多量 に
台湾 ND 検 出 さ れ た た め、 他の輸入先の バ ナ ナ

に つ い て も 筏留検査を 行 。 た結果 で ある一
1994. 4 ～  ク ロ Jレ ピ リ 7 ォ ス 有償 リ ン 系 殺虫剤 イ ン ド ネ シ 7 金泉で0.50 全果 0.01 東京都立衛生研究所 ・ 市場衛生検査所
1995. 3 フ ィ リ ピ ン 全果 0.02～0.03 （東京都食品環鎗指導セ ン タ ー）

ピ テ ル タ ノ ー ル 有償窒素系 殺菌剤 7 ィ リ ピ ン 金果で0.50 金果 0.02～0.24
果肉 0.01～0.10

エ ク ア ド ル 全果 om～0. 1 1
果肉 0.03

臭素 そ の他 矯燕剤 7 ィ リ ピ ン 全果で20.00 全果 1.00～4.00
エ ク ア ド ル 全果 1.00～5.00

イ マ ザ リ ル そ の他 防ば い剤 エ ク ア ド ル 金泉で20.00 果肉 0.30
TBZ そ の 他 防 ば い 剤 エ ク 7 ド ル 全果で3.00 果肉 0.08～0.20

果肉 で0.40
1995. 4～ タ ロ Jレ ピ リ 7 ォ ス 有畿 リ ン 系 殺虫剤 フ ィ リ ピ ン 金果で0.50 金果 o.oi 東京都立衛生研究所
1996. 3 ピ テ ル タ ノ ー ル 有鰻窒素系 殺菌剤 7 ィ リ ピ ン 全果 0.10～0.30 （東京都食品環績指導セ ン タ ー）

エ ク ア ド ル 果皮 1 .10～2 70 
TBZ そ の他 防ばい車j エ ク ア ド ル 会果で3.00 果 肉 で 検 出 （ 値 は

果肉 で0.40 不記）
タ ロ Jレ ピ リ 7 場・ ス 有俄 リ ン 系 設虫剤 7 ィ リ ピ ン 全果で0.50 全果 ND～0.02 東京都立衛生研究所

一 年報47号 一
1996. 4～ ピ チ ル タ ノ ー ル 有鶴蜜素系 設菌剤 エ ク ア ド ル 全果 0.05～0.17 東尽都立衛生研究所
1997. 3 7 ィ リ ピ ン （東京都食品環境指導セ ン タ ー）

フ ィ リ ピ ン 果 肉 0.05
カ ルベ ン ダ ゾー ル そ の他 殺菌剤 台湾 な し （FAO/WHO 全果 0.13

基準 金畢で1.00)
タ ロ JI， ピ リ 7 ォ ス 有機 リ ン 系 殺虫剤 7 ィ リ ピ ン 金果で0.50 会果 0.02
TBZ そ の 他 防 ば い 剤 エ ク ア ド ル 全果で3.00 全呆 0.10

果肉 で0.40
1997. 4～ タ ロ Jレ ピ リ 7 ォ ス 有償 リ ン 系 殺虫剤 エ ク ア ド ル 全果で0.50 金果 o.oi 向上
1998. 3 ピ チ ル タ ノ ー ル 有機蜜索系 設菌剤 エ タ 7 ド ル 金果で0.50 全果 0.01～0.20

フ ィ リ ピ ン 果肉 0.05
臭素 そ の 他 熔来期l エ ク ア ド ル 全果で20.00 全果 1 .00

台湾 金果 1 .00
TBZ そ の 他 防ばい掃l エ ク 7 ド ル 金果で3.00 全果 0.40

果肉 で0.40 果肉 0.07
イ マ ザ リ ル そ の他 防 ば い剤 エ ク 7 ド ル 金泉で2.00 全果 0.50

- 63 -



愛知県立芸術大学紀要 Nn31 (2001)  

1997. 4 ～  イ プ ロ ジ オ ン 有機塩素系 殺菌剤 フ ィ リ ピ ン 全果で10.00 全果 0.10～0.84 東京都立衛生研究所
1998. 3 フ ィ リ ピ ン 果 肉 ND～O目03 一 年報49号 一

ク ロ ノレ ピ リ フ ォ ス 有機 リ ン 系 殺虫剤 7 ィ リ ピ ン 全果で0.50 全果 ND～O.Ql
ピ テ ル タ ノ ー ル 有機蜜素系 殺菌剤 フ ィ リ ピ ン 全果で0.50 全巣 ND～0.17

果肉 ND～0.05
全呆 ND～0.20

1998 ピ テ ル タ ノ ー ル 有機窒素系 殺菌剤 エ ク ア ド ル 全果で0.50 果皮 0.17～1.60 日 本食品分析セ ン タ ー
（エ ナ ノ プ ラ 果皮 0.40 （ 日 本子孫基金）
ン ド、 低 良 薬 果皮 0.15～0.37
と 表示 、 プ ラ 軸 0.45
ン ド不明） （果皮0.15の品）

1 998. 4～ ミ ク ロ プ タ ニ ル 有償窒素系 設菌剤 コ ス タ リ カ 全果で2.00 全果 0.22 東京都立衛生研究所
1999. 3 果肉 0.09 （東京都食品環境指導セ ン タ ー）

臭素 そ の他 煉蒸剤 コ ス タ リ カ 全果で20.00 果 肉 1 .00
イ マ ザ リ ル そ の他 防 ば い剤 エ ク ア ド ル 全果で2.00 全果 0.04

果 肉 0.01
臭素 そ の 他 燃蒸剤 エ ク ア ド ル 全果で20.00 果肉 2.00～3.00
ビ テ ノレ タ ノ ー ル 有機重量素系 殺菌剤 エ ク ア ド ル 全果で0.50 全果 0.23
臭素 そ の 他 繍燕剤 台湾 全果で20.00 果 肉 2.00～5.00

7 ィ リ ピ ン 果肉 1.00
デ ル プ フ ォ ス 有機 リ ン 系 殺虫剤 台湾 全果で0.05 全果 0.02 東原都立衛生研究所
TBZ そ の 他 防ばい剤 エ ク ア ド ル 全果で3.00 全果 0.03 一 年報50号 一

果肉 で0.40 果肉 0.01
ク ロ Jレ ピ リ フ ォ ス 有機 リ ン 系 殺虫剤 エ ク ア ド ル 全果で0.50 全果 0.01
ピ テ ル タ ノ ー ル 有線窒素系 殺菌剤 エ ク ア ドル 全果で0.50 . 全果 0.23

果肉 0.02
ク ロ Jレ ピ リ フ ォ ス 有機 リ ン 系 殺虫剤 コ ス タ リ カ 全果で0.50 全果 0.01

7 ィ リ ピ ン 全果 0.02
1999 4～ イ マ ザ リ ル そ の他 防ばい再J エ ク ア ド ル 全果で2.00 全果 0.03～0.04 東京都立衛生研究所 ・ 市場衛生検査所
2000. 3 イ プ ロ ジ オ ン 有機底素系 殺菌剤 フ ィ リ ピ ン 全果で 10.00 全果 0.18 （東京都食品環境指導セ ン タ ー）

タ ロ ル ピ リ フ ォ ス 有償 リ ン 系 殺虫剤 フ ィ リ ピ ン 全果で0.50 全果 0.39
臭素 そ の 他 嬬蒸剤 エ ク ア ドル 全巣で20.00 果肉 2.00

フ ィ リ ピ ン 果肉 3.00
TBZ そ の他 防ばい剤 エ ク ア ドル 金果で3.00 全泉 0.02～0.03 東京都立衛生研究所

巣肉で0.40 果肉 Tr. 一 年報51号
イ マ ザ リ ル そ の 他 防ばい押j エ ク ア ド ル 全果で2.00 果肉 Tr.
イ プ ロ ジ オ ン 有畿J:l;I素系 殺菌剤 フ ィ リ ピ ン 全果で 10.00 果肉 0.02
ビ テ ル タ ノ ー ル 有機窒素系 設菌剤 エ ク ア ド ル 全果で0.50 全呆 0.03
ク ロ Jレ ピ リ 7 ォ ス 有機 リ ン 系 殺虫剤 エ ク ア ド ル 全果で0.50 全果 0.01

フ ィ リ ピ ン 全果で0.50 全果 Tr.～0.39
ダ イ ア ジ ノ ン 有償 リ ン 系 殺虫剤 フ ィ リ ピ ン な し （FAO/WHO 全果 0.03

基準 全果で0.50)

（注 1 ） 食品衛生法で 防 ば い剤 の 使用 が認め ら れ て い る 食品 は、 柑橘類 と バ ナ ナ の み。
防 ば い 弗j は農薬で は な く 、 食品添加物 と み な さ れ る 。

（注 2 ） 臭素は農薬 と し て使用 し た臭化 メ チ ル、 二臭化エ チ レ ン な どが食品成分 と 反応 し て で き た物質や、 小麦粉改良剤 （食品添加 物 ） と し て 使 用
さ れ た 臭素酸 カ リ ウ ム の 分解物、 お よ び天然の臭素化合物等 に 由来す る 。 （出典 く ら し の衛生 特集号’98 食品衛生デ ー タ ブ ッ ク 19頁〕。
な お、 植物防疫法に 基 づ き 、 輸入作物の 多 〈 が臭化 メ チ ル な どで検疫 ・ 〈 ん蒸 さ れて い る 。

1989年 4 月 か ら 1993年 3 月 に か け て の 4 年間 に都の 食品環境指導セ ン タ ー が実施 し た検査の結果が、

1994年 に 一括 し て 発表 さ れ た 。 こ れ に よ る と こ の 聞 に検 出 さ れ た 薬剤 は殺虫剤 の ク ロ ル ピ リ フ ォ ス で

あ る 。 バ ナ ナ の産地 は 不明 と な っ て い る 。 こ れ以降、 都は毎年、 残留検査の結果を公表す る よ う に な っ

た。 な お、 同 じ 時期 の都立衛生研究所の年報 に も 、 ク ロ ル ピ リ フ ォ ス が検 出 さ れ た こ と が報告 さ れ て

い る 。 こ の 時 に は輸入先が判 明 し て い て 、 フ ィ リ ピ ン で あ っ た。 ク ロ ル ピ リ フ ォ ス は 日 本で長年白 ア

リ 駆除剤 と し て使 わ れ て き た薬剤 で あ る が、 昨年の 米 国 で の 禁止 の 決定を受 け て 日 本で も 業者が使用

中止の方向 に 向 か っ て い る （表 2 ） 。
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民 襲 名

ク ロ Jレ ピ リ フ ォ ス
(chi。叩yrifos)

’t ノ ミ ）�
(b岨O血.yl)

チ オ フ ァ ヰ ー ト メ チル
（ぬi。ph回a回・me曲yl)

イ マ ザ リ ル
（阻回alil)
チ ア ベ ン ダ ゾ ー ル
（ぬiabend阻ole)
臭素
（皿eth.yl bromide) 

ヒ デル タ ノ ー ル
(bite同anol)
イ プ ロ ジ オ ン
(iprodione) 
ミ ク ロ プ タ ニ ル
（皿.yclobutanil)
テ ル プ フ ォ ス
（回·buf田）
ダ イ ア ジ ノ ン
(diazion) 

日 本で の残留基単
の有無曜 日

1993年 5 月 1 日 よ り
残留基噂鏑用

無
（従 っ て 取 り 締 ま り
の 対象外〉

無
（従 ， て 取 り 締 ま り
の 対象外）
1992年食品添加物語
可
1978年食品添加物認
可
1993年 5 月 1 日 よ り
残留基単繍用

1993年 9 月 1 日 よ り
残留基準摘用
1995年 1 月 1 日 よ り
残留基単鏑用
1995年 1 月 1 日 よ り
残留基噂鏑用
1994年 4 月 1 日 よ り
残留基箪摘用
無
（従 っ て 取 り 締 ま り
の 対象外）

表 2 検出 さ れた農業の規制状況

日 本で の使用 登録 各国での規制唯目の有無
有 （1971年登録） 1997年 に米国 環境保護庁 と メ ー カ ー の

ダ ウ ・ ケ ミ カ ル と の 聞 で 、 ノ ミ 殺 虫 剤
やベ ッ ト 用薬剤 、 塗 料 添 加 剤 の 販 売 自
粛の合意。
2000年 6 月 8 日 に 米 国 環 境 保 護 庁 は 、
住宅お よ び商用建物での ク ロ ル ピ リ フ ォ
ス の ほぼすべ て の 使 用 を 禁 止 す る と 発
表。 同年末、 日 本 白 ア リ 対 策 協 会 も 200
1年か 品 輸入、 製造、 使用 を 段 階 的 に 取
り や め る と 決 定 。 中 止 さ れ る の は 2002
年か ら で、 そ れ ま で に在庫処分 を 行 う 。

有 （1971年登録） 1993年 に米国 の 最 高 裁 判 所 が 、 加 工 食
品への使用 を禁止す る 判決下す。
プルガ リ ア で は 催 奇 形 性 な ど の 理 由 か
ら 使用 制限。

有 (1971年登録）

無

有 （1972年登録）

有 (1950年登録） 7 ィ リ ピ ン で は ラ イ セ ン ス が な い と 使
用 で き な い。
オ ラ ン ダで は 土壊 く ん 薬剤 と し て 使 用
す る 場合、 特別許可必要。
7 ィ ン ラ ン ド で は 、 国 の 保 健 委 員 会 の
許可を持つ認 可 さ れ た 者 の み 使 用 で き
る。
ベ ル ギ ー で は、 特 に 認 可 さ れ た 者 の み
使用 J:! き る 。
ベ リ ー ズで は環境 、 動植物 、 人 体 へ の
影響が危険す ぎ る と 考 え ら れ る た め 祭
止。

有

有

有

無

有 (1955年登録〕 米国環境保護庁 は 2000 年 1 2 月 5 目 、 有
被 リ ン 系農薬 か ら 子供 を 守 る た め の 政
策の 一環 と し て 、 ダ イ ア ジ ノ ン の 段 階
的禁止を メ ー カ ー と の 合意の 上 で 決 定 。
ダ イ ア ジ ノ ン の 室 内 向 け 製 品 へ の 使 用
規制が2001年 3 月 か ら 始 ま り 、 2002年
末 に 販売禁止 と な る 予定。

（注 1 ） 平成10年10月 12 日 改正 農薬残留基単便覧 に よ る 。

WHOの急性毒性 そ の 他分額t謹幻
中位の危険度 日 本 で は 白 ア リ 駆

除 剤 と し て 使 用 さ
れ て き た

通 常 の 使 用 で は 急 ベ ン レ ー ト に よ り
性中 毒生 じ に く い 無 限 症 の 子 供 が 生

ま れ た と し て、 メ ー
カ ー の 責任 を 問 う
訴 2止 が 欧米 で お こ
さ れ て い る。

通 常 の 使 用 で は 急
性 中毒生 じ に く い

中位の危険度

通 常 の 使 用 で は 急
性 中毒生 じ に く い

オ ゾ ン 層破援物質

通 常 の 使 用 で は 急
性中 毒生 じ に く い
通 常 の 使用 で は 急
性 中毒生 じ に く い
少 々 危険

極度 に危険

中位の危険度

（注 2 ) The U凶胞d Natio田， Co問。Iida担d d協 of Produc旬 W加盟 Con皿mption and or Sale Have Been Banned W比hdrawn, Severly 
R酎ricted or Not Approved by Governments 1991お よ び1994. て ん と う 虫情報 第53号、 第103号お よ び第111号。 食 品 と 暮 ら し の 安 全
第89号お よ び第140号。

（注 3 ） τ'he WHO R制血血ended Clas国Iication of P回icid田 by H112Ard and Guidelin歯 切 Cl悶fication 1998 - 99 に よ る 。

こ の ほ か、 1990年 に 都 の 生活文化局 が実施 し た検査で も 、 フ ィ リ ピ ン産 と エ ク ア ド ル産 バ ナ ナ か ら

ク ロ ル ピ リ フ ォ ス が検 出 さ れ た。 同検査で は ほ か に も 殺菌剤 の べ ノ ミ ル と チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ルが み

つ か り 、 合計 3 種類の農薬の残留が認め ら れ た 。 べ ノ ミ ル と チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル は果皮だ け で な く 、

果 肉 に も 残留 し て い た。
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1990年か ら 93年 に か け て 、 消 費者団体の 日 本子孫基金が横浜国立大学環境科学セ ン タ ー に 依頼 し て

実施 し た 検査で は、 フ ィ リ ピ ン産、 エ ク ア ド ル産、 コ ス タ リ カ 産か ら カ ル ベ ン ダ ゾ ー ル （MBC） が

検 出 さ れ た 。 フ ィ リ ピ ン産 の ド ー ル プ ラ ン ド の場合 は 果 肉 か ら も 検 出 さ れ た。 検 出 さ れ た カ ルベ ン ダ

ゾ ー ル は 前 出 の 殺菌剤 チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル と べ ノ ミ ルの有効成分 で あ る 。 従 っ て カ ルベ ン ゾ ー ル が

検 出 さ れ た と い う こ と は、 こ の二つ の 薬剤 の う ち の いずれかが使用 さ れ た こ と を意味す る 。 検査の実

施団体で あ る 日 本子孫基金 は、 頻繁 に バ ナ ナ に残留 し て い る べ ノ ミ ルが、 日 本の 食品衛生法違反 に あ

た る の で は な し 、 か と の疑 い を も っ た こ と か ら 、 こ の検査を実施 し た。

同 団 体 は 1992年 2 月 に フ ィ リ ピ ン の バ ナ ナ 出荷工場を訪れ、 ベ ノ ミ ル が収穫後 の バ ナ ナ に ス プ レ ー

さ れて い る 事実 を確認 し た。 （注幻 日 本で は 収種前 に 畑で使わ れ た 薬剤 は 「農薬」 と み な さ れ る が、 収

穫後 に 使わ れ る 薬剤 は 「食品添加物」 と み な さ れ、 認可 さ れ た薬剤以外の も の が残留 し て い る 場合 は

出 荷停止 と な る 。 べ ノ ミ ル は 日 本で食品添加物 と し て 認可 さ れ て い な L 、。 こ の た め 日 本子孫基金 は べ

ノ ミ ル の 残留 が確認 さ れ た バ ナ ナ は違法で あ り 、 出荷停止 に す べ き で あ る と 主張 し た の で あ る が、 当

時の厚生省食品化学課 は 「輸入業者 に確認 し た と こ ろ で は収穫後に使 っ た と い う 事実 は な 〈 」、 制 ） 従 っ

て べ ノ ミ ル は収穫前 に 農薬 と し て 使用 し た も の が残留 し た と の 判断を下 し た。 つ ま り 食品 添加物 と し

て で は な く 残留農薬 と し て 処理す る こ と と し た の で あ る 。 残留農薬 と い う こ と に な る と べ ノ ミ ル に は

い ま だ 日 本で は バ ナ ナ に 残留基準が設定 さ れ て い な い た め、 取 り 締 ま り の 対象 と な ら な L 、。 理解 に 苦

し む こ と で あ る が、 日 本で は 残留基準の な い農薬 は どれ程残留 し て い て も 野放 し な の で あ る 。 従 っ て

ベ ノ ミ ル は、 バ ナ ナ に ど れ だ け 残留 し て い よ う と 違法で は な く 、 残留 が確認 さ れ た バ ナ ナ も 出 荷停止

に は な ら な い。

こ の 際、 輸入業者が集ま っ て結成 し て い る 日 本青果物輸入安全推進協会 も 、 フ ィ リ ピ ン でベ ノ ミ ル

は収穫前 に 使 わ れ る こ と は あ っ て も 、 収穫後 に使 っ て い る 事実 は な い、 と 回答 し た。 ま た、 果実か ら

ベ ノ ミ ルが検出 さ れた ド ー ル プ ラ ン ド の バ ナ ナ の輸入元 も 、 日 本子孫基金が フ ィ リ ピ ン で見た現場は

ド ー ル の 日 本向 け バ ナ ナ の 出 荷工場で は な く 、 中東向 け バ ナ ナ の 出 荷工場で は な い か、 と 回答 し た。

輸送期間 の 長 い 中東向 け に は ベ ノ ミ ル を収穫後 に使 う こ と が あ る と い う 。 業者は 口 を そ ろ え て 「残留

し て い た べ ノ ミ ル は収穫前 に 農薬 と し て使用 さ れ た も の」 と 主張 し た の で あ る 。 但 し、 先 に紹介 し た

安全推進協会 は厚生省 が 「収穫後 に 使用 す る 殺菌剤 は食品衛生法違反 に な る 」 と 警告 し た の を受 け て、

同年11月 下旬、 輸入業者 に 対 し て ベ ノ ミ ル、 チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル、 ジ ネ プ、 キ ャ プ タ ン 、 ジ ク ロ ロ

ニ ト ロ ア ニ リ ン 、 イ プ ロ ジ オ ン、 ホ ウ 素の 7 薬剤の不使用 を指示 し た。 （注 5 ） し か し 日 本子孫基 金 が 実

施 し た そ の 後 の 検査で も 、 べ ノ ミ ルか チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ルが使用 さ れ た こ と を示す残留物の カ ルベ

ン ダ ゾー ルがバ ナ ナ か ら 検 出 さ れた。 し か し カ ルベ ン ダ ゾー ル は 日 本子孫基金が実施 し た 1993年 1 月

の検査でみつ か っ て 以 降 は都の検査で も 検 出 さ れ な く な り 、 別 の 殺菌剤が こ れ に 代わ っ て検 出 さ れ る

よ う に な っ た。 こ の 点 は後で詳 し く 触れ る 。

と こ ろ でべ ノ ミ ル と い う 薬剤 は ど の よ う な も の で あ る か。 表 2 に 示 し た よ う に、 国連の機関 で あ る

世界保健機関 （WHO） の 急性毒性分類で は 「中位の 危険度」 で あ る が、 催奇形性 な ど の 特殊毒性 が

認 め ら れ る が ゆ え に ブル ガ リ ア で は使用 が制 限 さ れて い る し 、 米 国 で は 最高裁判所が加工食品へ の 使
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用 を禁止す る 判決 を 1993年 に 下 し て い る 。 ま た 同剤が原因 と な っ て 無眠症の 子供が生 ま れ た と し て 、

メ ー カ ー の 責任を 問 う 訴訟が欧米 で い く つ か起 こ さ れて い る 。 こ の よ う な べ ノ ミ ル が1990年代の 初期

に バ ナ ナ に 頻繁 に 残留 し て い た わ け で、 日 本子孫基金がべ ノ ミ ル の 残留 は違法で あ る 、 と 追究 し た た

め に バ ナ ナ の 価格 が暴落 し た と い う 。 （注 6 ） 筆者 も 名 古屋市中村区の バ ナ ナ卸業者 を 取 材 し た 際 に 「 価

格暴落で業者の 中 に は首 を 吊 っ た者 も 出 た。 農薬関連の取材 に は協力 で き な L 、」 と 言 わ れ た こ と が あ

る 。

日 本子孫基金が上記の残留検査を実施 し て い た の と 同 じ 時期、 つ ま り 1992年10月 に 、 名 古屋勤労者

生協が 日 本食品分析セ ン タ ー に依頼 し た検査で も 、 殺菌剤 の べ ノ ミ ル と チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ルが検出

さ れ た。 こ の 時 に は 果 肉 に ま で残留 し て い た の は チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル で あ っ た。 バ ナ ナ の 産地 は エ

ク ア ド ル。 チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル も べ ノ ミ ル 同 様 臼 本で は バ ナ ナ に 残留基準が設定 さ れ て お ら ず、 取

り 締 ま り の 対象外で あ る 。

翌1993年度 に 東京都が実施 し た検査 で は 、 5 種類の薬剤が検 出 さ れ た 。 そ の 内 イ マ ザ リ ル と チ ア ベ

ン ダ ゾー ル （TBZ） は食品添加物の 防 ば い剤 （防か び剤） と し て 認可 さ れて い る 薬剤 で あ る 。 イ マ ザ

リ ル は も と も と 日 本で は使用 の た め の登録が行わ れ て い な い農薬で あ っ た （表 2 ） 。 つ ま り 日 本 の 農

業 で は 使用 で き な い 薬剤 で あ っ た し 、 今で も 農薬 と し て は使用 で き な い に も か か わ ら ず、 米 国 か ら の

柑 き つ 類 に 残留 し て い る こ と が 日 本子孫基金の調査で明 ら か に な っ た た め、 、 日 本政 府 は 1992年 に 食

品添加物 と し て 認可 し 、 一定量以下な ら 検 出 さ れ て も よ い こ と に し た の で あ っ た。 貿易摩擦解消 が狙

い で あ る 。 ま た こ の 時検出 さ れ た 5 種類 の 薬剤 の 内、 果肉 に ま で残留 し て い た の は 総臭素、 イ マ ザ リ

ル、 チ ア ベ ン ダ ゾー ル で あ る 。 す べ て 収穫後 に 使用 さ れ る 薬剤 ば か り で あ る 。 特 に 総臭素の 残留値が

3 ppm と 高 い の は、 日 本の 港 に 着 い て か ら 嬬蒸用 と し て使用 さ れ た た め と 考 え ら れ る 。 と こ ろ で殺菌

剤 の ビ テ ル タ ノ ー ル は こ の 年度か ら 残留検査の対象 と な っ た薬剤 で あ る が、 早 く も そ の 年 に 検 出 さ れ

た こ と に な る 。 こ の 薬剤 に つ い て は、 1994年 1 月 25 日 に東京都衛生局が実施 し た検査で フ ィ リ ピ ン 産

の チ キ ー タ プ ラ ン ド と サ ン レ イ ナ プ ラ ン ド の 2 品 目 に 残留基準値の0.5ppm を 超 え る 0.6ppm と 0.8ppm

残留 し て い る の が発見 さ れ た 。 輸入業者 に 違反品の 回収指示が 出 さ れ た が、 既 に 販売後で回収で き な

か っ た と 報告 さ れ て い る 。

ビ テ ル タ ノ ー ルが こ の よ う な 高濃度で残留 し て い た と い う こ と は、 収穫後 に使用 さ れ た 可能性が高

い と 考 え ら れ る 。 既 に 紹介 し た よ う に 1992年11月 19 日 に厚生省 が 日 本 子 孫基 金 の 申 し 入 れ を 受 け て

「収穫後 に 使用 さ れ た 殺菌剤 は違法」 と い う 見解 を 出 し 、 こ れ を 受 け て業界で も 日 本青果物輸入安全

推進協会が、 輸入商社な ど に 収穫後 に 使用 す る 殺菌剤 は食品衛生法違反 に な る と 通知 し た に も か か わ

ら ず、 こ の よ う な 事態が生 じ た の で あ る 。 そ こ で 日 本子孫基金 は、 べ ノ ミ ル な ど に 代 え て 、 日 本の 消

費者 に い ま だ知 ら れ て い な い ビテ ル タ ノ ー ル を こ っ そ り 使 っ た悪質な ケ ー ス 、 と 非難 し た。 し か し こ

の 時 も 政府 は ビ テ ル タ ノ ー ル が収穫後 に 食品添加物 と し て使 わ れ た の で は な く 、 収穫前 に 農薬 と し て

使用 し た薬剤が残留 し て い た も の と み な し て処理 し た。 従 っ て 残留基準を 超 え て い た場合の み違反 と

さ れ 回収指示が 出 さ れ た の で あ る 。 こ れ が収穫後 に使用 さ れ た も の 、 つ ま り 食品添加物 と し て 使 わ れ

た ビ テ ル タ ノ ー ルが検出 さ れ た と み な さ れ た の で あ れ ば、 日 本で は 同剤 は 食品添加物 と し て は認可 さ
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れ て い な い の で あ る か ら た と え微量で あ ろ う と も こ れが検 出 さ れ た バ ナ ナ は す べ て 違法 と さ れ、 出 荷

停止 と な る と こ ろ で あ っ た。

こ の 年 に は都立衛生研究所の年報に も 基準値を超え た ビ テ ル タ ノ ー ル の 違反例が報告 さ れ て い る 。

フ ィ リ ピ ン 産 バ ナ ナ か ら 0.79ppm検 出 さ れ た の が違反例 で あ る 。 こ の よ う に 高 い値で残留が認 め ら れ

た た め、 同研究所 は フ ィ リ ピ ン産、 エ ク ア ド ル産以外 の バ ナ ナ に つ い て も 検査 し た と こ ろ 、 イ ン ド ネ

シ ア 産や輸入先不明 の バ ナ ナ か ら も ビ テ ル タ ノ ー ルが検 出 さ れ た。 こ の 時の 違反例 は フ ィ リ ピ ン 産バ

ナ ナ か ら の0.79ppm と 輸入先不明バナ ナ か ら の0.52ppm で あ る 。 同研究所 の 年報に よ る と、 こ の時 フ ィ

リ ピ ン 産 2 品 目 か ら 基準値を超え る ビ テ ル タ ノ ールが検 出 さ れ た が、 そ れ ら の 果 肉 で の 残留値を調べ

た と こ ろ0.02ppm以下で あ っ た と の こ と で あ る 。 つ ま り バ ナ ナ の 残留検査 は 「全果」 と い っ て 皮 と 果

肉 を 一緒 に つ ぶ し て 検査す る の で あ る が、 こ れで非常 に 高 い残留値が 出 た場合 に は、 改 め て 果 肉 の み

の検査を行 う の で あ る 。

こ の よ う に 1993年度 に つ い て は、 新た に検査対象 と な っ た ビ テ ル タ ノ ー ル が多 く の バ ナ ナ か ら 高水

準で検出 さ れ た 点 が注 目 に 値す る 。

翌1994年度 に都が実施 し た検査で も 、 ビ テ ル タ ノ ー ルが検 出 さ れ た。 フ ィ リ ピ ン産 と エ ク ア ド ル産

の バ ナ ナ は 果 肉 か ら も 検 出 さ れ た。 ま た臭素 は 1 か ら 5 ppm と 高 い値で検出 さ れて い る 。 こ の年 に は

乾燥バ ナ ナ か ら も 臭素が 1 ppm検 出 さ れ て お り 、 加工後 も な お残留す る こ と を示す事例 と な っ た。 臭

素 は オ ゾ ン層破壊物質 と し て現在、 世界 中で禁止要求が高 ま っ て い る 薬剤 で あ る 。

1995年度以 降 も 、 都 の検査で殺虫剤 の ク ロ ル ピ リ フ ォ ス 、 殺菌剤 の ビ テ ル タ ノ ー ル 、 防 ば い 剤 の

TBZが 引 き 続 き 検 出 さ れ た 。 1996年度 に は ベ ノ ミ ルか チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル が使用 さ れ た こ と を 示 す

残留物 の カ ルベ ン ダ ゾー ル が久 し ぶ り に検出 さ れ た が、 こ の 時 に は台湾産か ら の検 出 で あ っ た。 1997

年度 に 検 出 さ れ た 防 ば い 剤 の TBZ と イ マ ザ リ ル は 、 食 品 添加物 と し て 使 用 し た と の 表 示 が な か っ

た に も か か わ ら ず、 検 査 で み つ か っ た の で あ っ た 。 町 ｝ 他方 こ の 年 の 都立衛生研究所年報 に は 、 イ

プ ロ ジ オ ン と い う 殺菌剤 が始め て 検 出 さ れ た こ と が報告 さ れて い る 。 フ ィ リ ピ ン 産 バ ナ ナ か ら 検 出

さ れ た も の で、 果 肉 か ら も 最大0.03ppm検 出 さ れ た 。

1998年度で注 目 す べ き 点 は、 都の検査で ミ ク ロ プ タ ニ ル と い う 殺菌剤が使 わ れ て い る こ と が 新 た

に わ か っ た こ と で あ る 。 更 に こ の 年、 都立衛生研究所 の検査で は、 台湾産か ら 非常 に 危 険 な 農 薬 で

あ る テ ル プ フ ォ ス が み つ か っ て い る 。 表 2 に 示 し た よ う に 、 テ ル プ フ ォ ス は 国 連世界保 健 機 関

(WHO） の 急性毒成分類で 「極度 に 危険」 と さ れ る 農薬で あ る 。 日 本子孫基金 は 、 台 湾産 は 比 較 的

安全 と 報告 し て き た が、｛削｝ こ の 例 を 見 る と 安心で き な い。 さ て、 1990年代最後の 年、 つ ま り 1999年

度 に つ い て は フ ィ リ ピ ン 産 の バ ナ ナ か ら 殺虫剤 の ダ イ ア ジ ノ ン が検 出 さ れ た 点 が 注 目 さ れ る 。 本 剤

に 対 し て 日 本で は バ ナ ナ に 残留基準が設定 さ れ て い な い。 従 っ て 取 り 締 ま り の 対象 と な っ て い な い

の で あ る が、 米 国 で は 2002年末 に 販売禁止予定の薬剤 な の で あ る （表 2 ） 。

と こ ろ で 1995年噴か ら 、 「収穫後、 農薬等 は使用 し て い ま せん」 と い う ラ ベル を貼 っ た バ ナ ナ が 登

場 し た。 住友 フ ル ー ツ が フ ィ リ ピ ン で生産、 輸 出 す る 「 グ レ イ シ オ 」 ブ ラ ン ド の バ ナ ナ で あ る 。 し

か し 表 1 に 示 し た よ う に 1998年 に 日 本子孫基金が 日 本食品分析セ ン タ ー に 依頼 し て 実 施 し た 検 査 で
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も 、 「低農薬」 と 表示 さ れ た エ ク ア ド、 ル産バ ナ ナ か ら ビ テ ル タ ノ ー ル が検 出 さ れ て い る 。 こ の 例 か ら

判断 し で も 、 収穫後農薬不使用 と 表示 さ れ た バ ナ ナ で あ っ て も 安心 は で き な い と 言え る 。

日 本子孫基金が実施 し た こ の 検査 は 、 同 団体が そ の機関誌 『 食 品 と 暮 ら し の 安 全 』 で 「 エ ク ア ド

ル産 だ け は避 け ま し ょ う 」 と 書 い た の に 対 し 、 エ ク ア ド、 ル産バ ナ ナ の 輸入商社 の 弁護 士 か ら 、 信 用

と 名 誉聾損 に 当 た る の で、 謝罪記事 を載せ る よ う 催告書が届 い た た め、 エ ク ア ド ル 産 バ ナ ナ へ の 農

薬残留 を確認す る た め に 行 っ た も の で あ る 。 結果 は別 々 の店で購入 し た 6 品 目 の エ ク ア ド ル 産 バ ナ

ナ す べ て か ら ビ テ ル タ ノ ー ル が検 出 さ れ た。 す べ て の 検体か ら 同ー の 農薬が検 出 さ れ た こ と は 、 収

種後 に 使用 さ れ た こ と を意味す る も の で あ り 、 食品添加物 の 指定を 受 け て い な い ピ テ ル タ ノ ー ル を

収穫後 に 使用 し た の は 食 品衛生法違反 で あ る と し て 、 日 本子孫基金 は 同年 7 月 、 厚 生省 に 取 り 締 ま

り を 申 し 入 れ た 。 そ の 後、 同 団体が果皮か ら 0 . 15ppm の ビ テ ル タ ノ ー ル が 検 出 さ れ た バ ナ ナ の 軸 を

改 め て 調 べ た と こ ろ 、 軸 の 部分 に は皮の 3 倍の0.45ppmが残留 し て い る こ と が わ か っ た 。 同 団 体 の

説明 に よ る と 、 収穫後 に農薬を使用 す る と 、 軸 の 切 口 か ら 農薬 が 吸 い込 ま れ、 果 皮 よ り 軸 の 方 が 濃

度が高 く な る と の こ と で あ る 。 そ れ に も か か わ ら ず、 実 は 日 本 の 公的機闘がバ ナ ナ の 残留 検 査 を 行

う 場合 に は、 採取す る 部位 は 「へ タ を 除 い た も の」 と な っ て い る の で あ る 。 私達 は バ ナ ナ を 食 べ る

時、 通常ヘ タ を つ ま ん で皮 を む く こ と を思 い 出 し て 欲 し い。

以 上 に 検討 し た 1990年代の 輸入バ ナ ナ の 農薬残留状況を ま と め る と 、 （1）依 然 と し て 様 々 な 農 薬 が

果皮だ け で は な く 果 肉 に も 残留 し て い る 。 （2）残留事実 を指摘 さ れ る と 、 業者 は 収 穫 後 に 食 品 添加 物

と し て 使用 し た の で は な く 、 収穫前 に 農薬 と し て 使用 し た薬剤が残留 し た も の と 言 い 逃 れ る 。 （3）行

政 も 業者の 言 う こ と を 信 じ て 残留農薬 と し て 対処 し 、 基準を超 え て 残留 し て い る 場 合 だ け を 違 反 と

し て い る 。 食品添加物 と し て 対処 し て い れ ば、 認可 さ れ て い な い薬剤が検 出 さ れ た バ ナ ナ は す べ て

違反 と な り 、 出荷停止措置 を と ら ね ば な ら な い と こ ろ で あ っ た。 （4） ま た 、 残 留 農 薬 と し て 対 処 す る

場合、 バ ナ ナ に つ い て 残留基準の な い べ ノ ミ ルや チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル な ど は、 い く ら 残 留 し て い

よ う と も 取 り 締 ま り の 対象 と は な ら な い と い う 矛盾 も い ま だ解決 さ れ て い な い。 食 料 輸入 先 の 農薬

使用 実態 に 合 わ せ て 、 よ り 多 く の 農薬 に 残留基準を設定す る よ う 現在政府 は 努 め て い る 最 中 で あ る

が、 制 ） 国 外 で の 使用 実 態を 把握す る の は大変困難で あ る 。 （5）更 に 、 残留基準値 を 超 え て 残留 す る 例

も あ る が、 検査結果が 出 る ま で に 既 に 販売済みで、 違反品 を 回収す る こ と が で き な い。

以上 の 点 に 加 え て 、 輸入 自 由 化促進の た め の 規制緩和 の 一環 と し て 、 残留基準 も 最近 設 定 さ れ た

も の は以 前 に 設定 さ れ た も の に 比べ て 大 幅 に 緩和 さ れ て い る が、 バ ナ ナ に 関 し で も 表 3 に 示 し た よ

う に 日 本 で使用許可 の な い ア ル デ ィ カ ー ブ （WHOの分類で 「極度 に 危険」 と さ れ て い る ） で さ え 0.5

ppm ま で な ら 残留 し で も よ い こ と に な っ た。 日 本で使用 が許可 さ れ て い な い よ う な 農 薬 は 、 本 来 残

留 し て は な ら な い は ずで あ る 。 1998年10月 12 日 改正の 時点で、 バ ナ ナ に 関 し て 残留 基 準 が 設 定 さ れ

て い る 農薬 は70種類 あ る （表 3 ） 。

そ の 内、 ア ル デ ィ カ ー ブ 同様、 日 本で使用 で き な い に も か か わ ら ずバ ナ ナ に は 一定 量 ま で 残 留 が 許

さ れ て い る 薬剤 は他 に も い く つ か あ っ て、 カ ズ サ ホ ス 、 デル タ メ ト リ ン 、 テ ル プ ホ ス な ど で あ る 。

ま た、 日 本で以前使用 さ れ て い た が、 そ の 後使用 の た め の 登録が何 ら か の 理 由 で 失効 し た も の 、 つ
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ま り 最早 使 用

で き な く な っ

た 薬剤 も こ の

中 に は 含 ま れ

熱

帯
産

果

実

農産物／農薬名

パナナ
DCIP 
2,4,5 T 
ア ミ ト ロ ー ル
ア ル ジ カ ル プ
イ ソ フ ェ ン ホ ス
イ プ ロ ジ オ ン
イ マ ザ リ ル
エ チ オ フ ェ ン カ ル プ
エ ト プ ロ ホ ス
エ ト リ ム ホ ス
オ キサ ミ ル
カ ズサ ホ ス
カ プ タ ホ ー ル
キ ナ ル ホ ス
キ ノ メ チ オ ネ ー ト
グ リ ホ サ ー ト
グ ル ホ シ ネ ー ト
ク ロ フ ェ ン テ ジ ン
ク ロ ル ピ リ ホ ス
ク ロ ル フ ル ア ズ ロ ン
ク ロ ル プ ロ フ ァ ム
酸化 フ ェ ン プ タ ス ズ
ジ エ ト フ ェ ン カ ル プ

基準億
(ppm) 

0.2 
不検出
不検出

0.50 
0.02 

10 
2.0 
5.0 
0.02 
0.2 
0.20 
0.01 

不検出
0.02 
0.5 
0.2 
0.30 
1.0 
0.5 
2.0 
0.05 
5.0 
5.0 

表 3 バ ナ ナ の農薬残留基準

農産物／農薬名 基準値 農産物／農薬名(ppm) 

ジ ク ロ フ ル ア ニ ド 15 ピ リ ダベ ン
ジ ク ロ ル ボ ス 0.1  ピ リ フ ェ ノ ッ ク ス
シ ハ ロ ト リ ン 0.5 ピ リ ミ カ ー ブ
ジ フ ェ ノ コ ナ ゾー ル 0.5 ピ リ ミ ホ ス メ チ ル
ジ フ ルベ ン ズ ロ ン 1.0 ピ レ ト リ ン
シ ヘ キサ チ ン 不検出 フ ェ ナ リ モ ル
シ ペ ル メ ト リ ン 2.0 フ ェ ニ ト ロ チ オ ン
臭 素 20 フ ェ ノ プ カ ル プ

熱 セ キ ト シ ジ ム 1 .0 
熱

フ ェ ン ス ル ホ チ オ ン
ダ ミ ノ ジ ッ ド 不検出 フ ェ ン 1 ｛ レ レ ー ト

帯 チ オ メ ト ン 0.05 帯 フ ェ ン ピ ロ キ シ メ ー ト
産

テ プ コ ナ ゾー ル 0.2 
産

フ ル シ ト リ ネ ー ト
デ ル タ メ ト リ ン 0.05 フ ル ミ ラ ゾ ー ル

果 テ ル プ ホ ス 0.05 果 フ ル ト ラ ニ ル
テ レ フ タ ル酸銅 5 

実
プ ロ チ オ ホ ス

実 ト ラ ロ メ ト リ ン 0.5 プ ロ ピ コ ナ ゾー ル
ト リ ク ロ JI; ホ ン 1.0  ペ ル メ ト リ ン
ト リ フ ル ミ ゾー ル 2.0 マ ラ チ オ ン
ト リ フ Jレ ラ リ ン 0.05 マ レ イ ン酸 ヒ ト ラ ジ ド
ト ル ク ロ ホ ス メ チ ル 0.1 ミ ク ロ プ タ ニ ル

パ ク ロ プ ト ラ ゾー ル 0.01 メ チ オ カ ル プ
パ ラ チ オ ン メ チ ル 0.2 メ プ ロ ニ ル
ビ テ ル タ ノ ー ル 0.5 レ ナ シ lレ
ピ フ エ ン ト リ ン 0.1 

て い て 、 そ の

内、 2 , 4 ,  5 

Tや ア ミ ト ロ ー

ル 、 シ ヘ キ サ

チ ン は バ ナ ナ

か ら 検 出 さ れ

て は な ら な � ,, 

と さ れ て い る

の で 納 得 が い

く が 、 ノ f ラ チ

オ ン メ チ ル に

つ い て は 1971

年 に 失効 し た
（出典〕 日 本食品衛生協会刊 平成10年10月 12 日 改正 残留農薬基準便覧

基準備
(ppm) 

1 .0  
2 .0 
1 .0  
0 .10 
1 
1 .0 
0.2 
0.3 
0.02 
1.0 
1.0 
2.0 
0 .1  
5 .0  
0.01 
0.1 
5.0 
2.0 

40 
2.0 
0.05 
2.0 
0.3 

危 険 な 薬剤 で あ る に も か か わ ら ず、 0 .2ppm ま で な ら 残留が許 さ れ る 。 失効農薬 は す べ て 検 出 さ れ て

は な ら な い と す べ き で あ る 。

食品添加物 の 防 ば L 、剤 に つ い て は、 自 由化を求め る 外圧一一特 に 米 国政府の 圧力一ーに屈 し、 増々

多 く の農薬を食 品 添加物 と し て 認可 し て い る 。 例 え ば米国産 レ モ ン に 使用 さ れ て い て 日 本 の 消 費者

が 問題視 し た オ ル ソ フ ェ ニ ル フ ェ ノ ー ル （OPP） や米国産柑 き つ類 に 内緒で使用 さ れ て い た の が発

覚 し て 1992年 に 結局 日 本で認可 し た イ マ ザ リ ル な ど が あ る 。 ま た 表 3 か ら わ か る よ う に 、 1978年 に

認可 さ れ た チ ア ベ ン ダ ゾ ー ル を 除 け ば、 検 出 さ れ た 防 ば い 剤 お よ び農薬 は 、 す べ て 1990年代 に 日 本

政府の 輸入促進政策 に 伴 っ て 新 た に 残留基準が設定 さ れ た も の ば か り で あ る 。 こ こ で 輸入 自 由 化 と

国民の健康 の 関 係 を し っ か り と 認識す る 必要が あ る 。

第 2 章 生産現場で の 農薬使用状況 と 被害の状況

(1) 1990年代 に フ ィ リ ピ ン の バ ナ ナ プ ラ ン テ ー シ ョ ン で使用 が確認 さ れ た 農薬

日 本の 市場 に 出 回 っ て い る バ ナ ナ の 7 割 か ら 8 割 は フ ィ リ ピ ン産 の バ ナ ナ で あ る 。 そ こ で 本 章 で

は フ ィ リ ピ ン の バ ナ ナ プ ラ ン テ ー シ ョ ン で使用 が確認 さ れ た農薬 を紹介す る 。 つ ま り 、 第 一 章 で 紹

介 し た よ う な 、 残留検査の 結果使用 が確認 さ れ た農薬以外 に も 、 ど の よ う な 農 薬 が 使 わ れ て い る か

を紹介す る も の で あ る 。

フ ィ リ ピ ン の バ ナ ナ の 生産現場で ど の よ う な 農薬が実際 に 使 わ れ て い る か に 関 し て は 、 1980年 代

に 詳 し い 調査が二つ行な わ れ た 。 一つ は ド ー ル プ ラ ン ド、 の バ ナ ナ を生産 し て い る 米 国 系 の 会社 で あ

- 70 
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る 、 ス タ ン フ ィ ル コ 社 の 系列下に あ る バ ナ ナ農園で行な わ れ た調査で、 マ ニ ラ に 本拠 を も っ 民 間 団

体、 プ ラ イ マ リ ー ・ ヘ ル ス ケ ア 協会労働者保健 グ ル ー プ が 1984年 に 行 っ た。 償問 も う 一つ は 名 古屋 や

の市民団体 で あ る フ ィ リ ピ ン 情報セ ン タ ー ・ ナ ゴ ヤ が1986年 に 行 っ た 調査で、 主 に 日 系 ノ 〈 ナ ナ 農 園

一一 日 本側 出 資企業 は 住友商事一一 に つ い て 調査 し た も の で． あ る 。 （l.tll

1990年代 に は残念 な が ら 本格的調査が行 な わ れ な か つ た。 輸 出 用 パ ナ ナ の 生 産地、 ミ ン ダ ナ オ 島

の 民 間情報機関、 オ ー ル タ ネ ッ ト ・ リ ソ ー ス ・ セ ン タ ー が1990年 に プ ラ ン テ ー シ ョ ン 労働 者 に 対 し

て 行 っ た 労働条件 に つ い て の 聴取 り 調査の 中 で、 い く つ か の 農薬名 が あ げ ら れ て い る の と 、 日 本 の

消 費者団体で あ る 日 本子孫基金 が ポ ス ト ハ ー ベ ス ト 農薬、 つ ま り 収穫後 に 使用 さ れ る 農薬 の 使 用 事

実確認を行 う た め に 1992年 に 現地を訪問 し 、 農薬名 を確認 し て い る く ら い で あ る 。 こ の 二 つ の 調 査

で使用 が確認 さ れ た農薬 を表 4 に ま と め た。 こ の 表か ら 言え る こ と は 次 の 点 で あ る 。 （1 ) 1980年 代 の

調査で は 報告 さ れ な か っ た農薬が 6 種類あ る 。 グ ラ ム ヴ ィ ン （一般名 ダ ラ ポ ン ） 、 ア パ ッ チ 10 - G

（一般名 カ ズ サ ホ ス ） 、 パ イ ー デ イ ト 10 - G、 SF - 101、 SF - 202、 ダ イ テ ン （以上、 一 般 名 不 明 ） で

あ る 。 （2）一般名 が不明 の 4 農薬 は 、 1986年度 と 1996年度 の フ ィ リ ピ ン 肥料 ・ 農 薬 庁 登 録 農 薬 リ ス ト

で調べた が掲載 さ れ て い な か っ た。 つ ま り 、 違法使用 の 可能性が あ る 農薬 で あ る 。 フ ィ リ ピ ン で も

特 に ミ ン ダ ナ オ 島で は 密輸農薬が使用 さ れ て い る 場合が多 い と い う が、 （住聞 こ れ ら 4 つ も そ の 可能 性

が あ る 。 パ イ ー デ イ ト に つ い て は、 フ ィ リ ピ ン 土地な し農民研究所 （PPI) が そ の 定期 刊 行物 の な

か で、 密輸の事実 を 報 じ て い る 。 （出回 グ ラ ム ビ ン と ラ ウ ン ド ア ッ プ は 1986年度 に は 使用 の た め の 登 録

が さ れ て い た が、 1996年度 の 登録農薬 リ ス ト か ら は 消 え て い た。 調査が行な わ れ た 90年 当 時 の 登録

の 有無 は 判 ら な い が、 違法使用 の 可能性は あ る 。 こ の よ う に 80年代 に 引 き 続 き 、 バ ナ ナ プ ラ ン テ ー

シ ョ ン で の 農薬使用 の 取 り 締 ま り は 十分で は な さ そ う で あ る 。 （3） 日 本で は使用 許 可 の な い 危 険 度 の

高 い農薬が使 わ れ て い る 点 も 、 80年代 と 変 わ ら な L 、。 こ れ に 該 当 す る も の が、 フ ラ ダ ン （一般名 カ ー

ボ フ ラ ン ） 、 ネ マ キ ュ ー ル （一般名 フ ェ ナ ミ ホ ス ） 、 カ ウ ン タ ー 1 0 - G （一般名 テ ル プ ホ ス ） 、 ア パ ッ

チ 10 - G （一般名 カ ズ サ ホ ス ） で あ る 。 こ れ ら はWHOの 急性毒性分類で 「極度 に 危険」、 あ る い は 、

「非常 に 危険」 と さ れ る も の ば か り で あ る 。 こ の 他 に も 、 「極度 に 危険」 に 分類 さ れ て い る も の と し

て モ キ ャ ッ プ （一般名 エ ト プ ロ ホ ス ） が あ る が、 こ れ は 日 本で使用 が許可 さ れ て な る 。 ま た 国 連 が

作成す る 有害製品 リ ス 九 つ ま り い ず れ か の 国で禁止、 回収、 不認可 あ る い は 厳 し く 規 制 さ れ て い

る 化学物質の リ ス ト に載 っ て い る も の も あ る 。 そ れ ら は フ ラ ダ ン （前 出 ） 、 グ ラ モ キ ソ ン （一般名 パ

ラ コ ー ト ） 、 モ キ ャ ッ プ （前 出 ） で あ る 。 （4） 日 本でバナ ナ に つ い て 残留基準が設定 さ れ て い な い農薬

が、 こ の 中 に も あ る 。 こ れ ら は た と え 残留が発見 さ れ て も 取 り 締 ま り の 対象外 あ る こ と は 既 に 説 明

し た。 表 4 に 示 し た よ う に 、 こ う し た 取 り 締 ま り の 対象外の 農薬 で 「極度 に 危 険 」 あ る い は 「 非 常

に 危険」 と WHOが分類 し て い る も の が あ る こ と に 注 目 し た い。 つ ま り 、 フ ラ ダ ン と ネ マ キ ュ ー ル で

あ る 。

以上の よ う に、 日 本や 米 国 か ら の 進 出企業が 日 本市場向 け バ ナ ナ を 生産 し て い る フ ィ リ ピ ン の ミ

ン ダ ナ オ 島の プ ラ ン テ ー シ ョ ン で は、 1980年代 に 引 き 続 き 様 々 な 点 で 問 題 の あ る 農 薬 使 用 が 依 然 行

わ れ て い る の で あ る 。
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(2) 1990年代 に フ ィ リ ピ ン の バ ナ ナ 生産地で生 じ た農薬被害

大量の農薬を使用 す る バ ナ ナ の 生産地 で は 、 1990年代 に も 様 々 な 被害が報告 さ れ た 。 そ の い く つ か

を こ こ に紹介す る 。

DBCP と い う 殺線虫剤 はWHOが 「極度 に危険」 に分類 し て い る 農薬 で 、 米 国 で は 1977年 に 使 用 禁

止 と な っ た。 し か し 生産元の米国企業、 つ ま り ダ ウ ・ ケ ミ カ ル と シ ェ ル石油 は そ の後 も 国外へ の 輸 出

を 続 け 、 こ れ ま た米 国 の 食 品会社で も あ る ド ー ルが そ のDBCP を フ ィ リ ピ ン や コ ス タ リ カ の バ ナ ナ プ

ラ ン テ ー シ ョ ン で使 い 続 け た の で あ る 。 フ ィ リ ピ ン で は、 1980年代 に こ の 農薬 は 禁止 に な っ て い た。

1983年発行の フ ィ リ ピ ン 肥料 ・ 農薬庁の 回覧 に は既 に 「禁止」 と 書か れ て い る か ら 、 1980年代初期 に

は 既 に 禁止 さ れ て い た 農薬 で あ る 。 に も か かわ ら ず米国か ら の 進 出 企業 で あ る ド ー ル社 は 違法 に 同農

薬を1990年代 ま で使い続 け た。 こ の結果、 バ ナ ナ労働者7,691人が無精子症 と 判 明。 う ち 3,000人 は 子

供を作 る こ と が で き な い 程 の 重症で あ っ た。 こ う し た事態が生 じ て い る こ と は、 フ ィ リ ピ ン の 消費者

団体で あ る フ ィ リ ピ ン 消 費者保護市民同盟の フ ラ ン シ ス J.C. デ ラ ク ル ー ズ氏 の 調 査 で 判 明 し た 。 被

害 に あ っ た 労働者 に は、 1997年 に総計4, 150万 ド ル の 補償が支払 わ れ た。 他方、 コ ス タ リ カ の バ ナ ナ

労働者 は、 1992年 に 2 , 000万 ド ル で農薬 メ ー カ ー と の 和解 に応 じ た。

こ の他 に も バ ナ ナ労働者や プ ラ ン テ ー シ ョ ン近 く の村に住む人 々 の 聞 に、 皮膚炎、 固 ま い、 頭痛、

呼吸困難な ど の 症状が見 ら れ る 事が、 ミ ン ダ ナ オ の民間情報 セ ン タ ー の オ ー ル タ ネ ッ ト ・ リ ソ ー ス ・

セ ン タ 一 位凶 や来 日 し た ミ ン ダ ナ オ の保健衛生指導員他店） に よ り 報告 さ れ た 。 1995年 に も 働 く 人 々 の 安

全 の 問 題 に 取 り 組ん で い る ミ ン ダ ナ オ の民間団体 マ シ カ ッ プ代表の ウ ィ ル マ ・ ペ ス カ デ ー ロ 女史が来

日 し、 労働者の惨状を 日 本の 消費者 に 直接訴 え た 。 ｛注目）

環境へ の 影響 も 深刻 で あ る 。 1997年 1 月 に は、 バナ ナ プ ラ ン テ ー シ ョ ン で使用 さ れ る 殺虫剤 が 川 か

ら 海へ と 流入 し 、 目 撃 し た 漁民 に よ る と 少 な く と も 10 ト ン の 魚が死ん だ と い う 事件 が 生 じ た 。 ｛注目） 土

地の痕弊 と い う 問題 も 深刻化 し て い る 。 長年の バ ナ ナ の単一栽培が土地の 疲弊 を も た ら し て い る 点 は、

既 に 1980年代半 ば に は 指摘 さ れ て い た が、 健闘 1992年11月 13 日 付 日 本経済新聞 は 、 米 国 企業 の デ ル モ

ン テ社 と ド ー ル社が主力産地 フ ィ リ ピ ン の 畑 の地力 が低下 し て い る こ と を理 由 に 、 イ ン ド ネ シ ア で の

バ ナ ナ生産を検討 し て い る 、 と 報 じ た。 1993年 に来 日 し た 前 出 の ミ ン ダ ナ オ の 保健衛生指導員 は、 土

地が疲弊 し て 作物が不作 に な っ た た め、 バ ナ ナ企業は ミ ン ダ ナ オ か ら 出 て い こ う と し て お り 、 労働者

の 失業が大問題 に な る 、 と 訴え た 。 ｛注瑚 疲弊 し た 畑 の 土壌調査 と 将来 の 有機農法の 可能性 を探 る た め、

日 本の 民間団体が国際農林協力協会の助成を得て、 近年専門家を ミ ン ダ ナ オ に 派遣 し て い る 。

日 本が十分な 食料 を確保す る た め に、 海外の 生産地で起 き て い る 以上の よ う な 農薬被害 に つ い て、

日 本の 政府 も や っ と 近年眼を 向 け る よ う に な っ た。 1994年度 の 環境 白 書 に お い て 日 本 の 政府 は 初 め て

こ の 点 に 言及 し た。 「 プ ラ ン テ ー シ ョ ン に お け る 農薬の 影響」 と い う 項 目 で 「我 々 は 、 輸 入 食 品 に 対

す る 農薬 の 影響 に つ い て は 関心が高 い が、 そ の 背景で、 そ れ ら の 食 品 を生産す る た め に 、 直接農薬散

布等 に 関 わ っ て い る 人 々 が存在す る こ と に思 い 至 る こ と は ほ と ん ど な い。」 「農薬散布作業者 へ の 健康

影響 も 深刻 で あ る と 言わ れ る 。」 「農薬の影響を被 っ て い る 人で も 、 生活の た め に は 引 き 続 き 農薬散布

に 従事せ ざ る を得な い と い う 事情 が あ る 。 」 な どの 点 が 指摘 さ れ た こ と は 、 大 き な 意義が あ る 。
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第三章 1 990年代のバ ナ ナ の消費動向

既 に 紹介 し た よ う に、 バ ナ ナ は 日 本の輸入果実の 中 で最大品 目 で あ っ て 、 そ の地位を長年維持 し 続

け て い る 。 輸入量 は 1980年代が50万か ら 70万 ト ン 台、 90年代 に入 る と 70万か ら 90万 ト ン 台 と 増加 し た

（表 5 ） 。 従 っ て 一人当 た り の 消 費量 も 80年代 に は3.7か ら 3.8キ ロ グ ラ ム で、 こ の 時既 に 需要 は 頭 打 ち

と 言 わ れ た に も か か わ ら ず、 1993年か ら 94年 に か け て4.4キ ロ グ ラ ム に増加 し 、 95年 か ら 96年 に か け

て 少 々 減少 し て4.2 キ ロ グ ラ ム と な っ た が、 97、 98年は4.6キ ロ グ ラ ム、 99年 に は 更 に 増 え て5.3キ ロ グ

ラ ム に ま で達 し た。 90年代 に は予想を上回 っ て バ ナ ナ の 消費が伸 び た わ け で あ る 。 日 本貿易振興会の

白 書 『 ア グ ロ ト レ ー ド ・ ハ ン ド ブ ッ ク 』 2000年版 に よ る と 、 99年 に は主要産地 で の 生産量の増加や、

消費者の健康志 向 が続 く な かで マ ス メ デ ィ ア に よ り バ ナ ナ の効用 が繰 り 返 し 報道 さ れ た こ と が、 需要

の伸 び に つ な が っ た （下線筆者） と い う こ と で あ る 。

表 5 バ ナ ナ の輸入

金額 （1,000 ド ル）

1990年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年

パ ナ ナ 計 413,588 461 ,697 519,541 476,681 430,306 445,241 435,001 437 ,883 466,438 545,269 

フ ィ リ ピ ン 311 ,059 328,285 362,805 334, 140 288,416 322,578 308,873 296,254 313,760 379,743 

エ ク ア ド ル 71 ,398 74,429 93,847 76,161 70,532 64,243 65,561 95,252 83,723 110 ,106 

台 湾 25,243 48,222 53,071 58,511 55,550 47,342 51 ,281 38,446 51 ,288 43,302 

数 量 （ ト ン ）

1990年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年

パ ナ ナ計 757,521 803,340 777,175 913,335 929,380 873,765 818,712 885, 140 864,853 983,204 

フ ィ リ ピ ン 585,214 586,853 546,661 668,837 684,589 677,518 616,394 653,045 620,342 727,071 

エ ク ア ド ル 125,431 135,017 152, 163 152,514 146,734 137,239 137,699 186,141 158, 1 17  197, 186 

台 湾 32,707 54,072 65,730 65,135 56, 119 41 , 138 50,616 36,339 56,240 44,655 

（出典） 日 本貿易振興会刊 『 ア グ ロ ト レ ー ド ・ ハ ン ド ブ ッ ク 』

輸入先の 内 訳 は 、 フ ィ リ ピ ン が ト ッ プで常 に 70パ ー セ ン ト 台 を 占 め、 2 位が エ ク ア ド ル、 3 位 が台

湾 で あ る 。 こ の 順位 は80年代 と 変わ ら な い。

日 本 に と っ て の バ ナ ナ の主な 輸入相手国 フ ィ リ ピ ン に 注 目 す る と 、 日 本 は 同 国 に と り 最大 の バ ナ ナ

輸出市場で あ る （表 6 ） 。 バ ナ ナ は コ コ ナ ツ 、 パ イ ナ ッ プル と 並ん で フ ィ リ ピ ン に と り 3 大輸 出 農産

物で あ り 、 つ ま り 外貨 の 主 な 稼 ぎ手で あ る 。 フ ィ リ ピ ン は膨大な 対外債務を抱え る 国 で あ っ て、 そ の

返済の た め に も バ ナ ナ を生産 ・ 輸 出 し 続 け な け れ ば な ら な L 、。 どん な に 労働者や 自 然環境が農薬 に よ

り 汚染 さ れ て も 、 フ ィ リ ピ ン 政府 は見て見ぬ振 り を す る こ と に な る の で あ る 。

日 本で の プ ラ ン ド別 シ ェ ア は表 7 に 示 し た。 ド ー ル と デル モ ン テが各々 約30パーセ ン ト を 占 め て ト ッ

プ で あ り 、 1980年代末 に 労働運動弾圧 を め ぐ っ て ボ イ コ ッ ト 運動が起 こ っ た チ キ ー タ は、 90年代半 ば

に シ ェ ア が著 し く 落 ち 込み、 そ の後 も 以前の水準 に 回復 し て い な い。 住友商事が フ ィ リ ピ ン で生産 し

て い る グ レ イ シ オ （以前の プ ラ ン ド名 は パ ナ ン ボ） は、 10パ ー セ ン ト 台 と 低 い が、 過去10年間 に 徐 々

に シ ェ ア を伸 ば し つ つ あ る 。 以上 4 つ が1980年代 に続い て90年代 に も 日 本 の 市場で の 主な ブ ラ ン ド で
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あ っ た。 な お、 近年出 回 っ て い る 無農薬バ ナ ナ は、 日 本バナ ナ輸入組合 に る と 試験輸入 の段階で あ っ

て 、 内容、 数量 と も 不 明 で あ る 。 従 っ て 表 7 に は含 ま れて い な い。

表 6 フ ィ リ ピ ン の バ ナ ナ輸 出
（単位 ： ト ン. 1 ,000 ド ル）

98年 99年

数 量 金 額 数 量 金 額

iロ>.. 計 1 , 147 , 108 217 ,039 1 , 319 ,624 240, 703 

日 本 702 , 218 134 , 122 820 ,987 155,604 

中 国 198 ，回8 39 ,304 160,595 23 , 441 

韓 国 49 , 282 9 ,031 124,009 2 1 , 575 

d口:.. 湾 49 ,821 9 , 742 73 ,680 16 ,073 

ア ラ ブ 首 長 国 連 邦 100, 178 15 , 798 97, 733 15 , 733 

そ の 他 46 , 771 9 ,042 42 , 620 8 , 277 

（ 出 典） 表 5 と 同 じ

表 7 プ ラ ン ド別 シ ェ ア （%）

輸入者 プ ラ ン ド名 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年

伊 藤 忠 商 事 側 ド 一 Jv 30 .4 34 . 1  32 .6  34 .8  36 . 7  35 . 2  37 . 1  32 . 2  

富 士 フ ル ー ツ 働 サ ン レ イ ナ 4.0 5 .5  5 .7  5 . 5  4 . 2  3 .3  2 . 6  2 . 1  

時帰 チ キ ー タ
ア ナ ダ イ チ キ ー タ 26.9  19 . 1  9 .7  1 .0  2 .2  8 .4  1 1 .3 1 1 . 5  
ジ ヤ ， 屯 ン

住 友 商 事 側

’94 年 以 降 グ レ イ シ オ 10.5 14 .9 17 .8  17 .9  17 .3  17 .3  19 .8  18 .4 

住 商 フ ル ー ツ 鮒

東 京 青 果 貿 易 紛 デ ル モ ン テ 27.8 25.9 32 .9  39 .3  38. 1  33 .9  27 .3  30. 7  

ニ チ メ ン 鮒
エ ス ト レ ラ

3 . 2  
マ プ ハ イ

そ の 他 そ の 他 0.4 0 .5  1 .3  1 .5  1 . 5  1 . 9  1 . 9  1 . 9  

（出典） 日 本バ ナ ナ 輸入組合

おわ り に

本稿で は輸入バ ナ ナ を通 し て 農薬問題を紹介 し た が、 バ ナ ナ だ け が問題な の で は な い。 例 え ば 日 本

の最大の輸入水産物で あ る 海老 に つ い て も よ く 似 た 問題が あ る 。 バ ナ ナ の 例 を 切掛 け に し て 、 食料を

輸入す る こ と に 関 わ る 多面 的 な 問題を知 っ て い た だ き た か っ た の で あ る 。
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註
（注 1 ) 中村洋子 他 『 バナ ナ か ら 人権へ ー フ ィ リ ピ ン バ ナ ナ を め ぐ る 市民運動 ー 』 同文館、 1988年。

NAKAMURA, YOKO, PESTICIDES USED IN THE PHILIPPINE BANANA INDUSTRY AND SOME 

RELEVANT INFORMATION， “BULLETIN OF THE AICHI PREFECTURAL UNIVERSITY OF FINE 

ARTS AND MUSIC," N0.19 1990. 

（注 2 ) 都立衛生研究所の 年報 に 公表 さ れて い る デー タ の 中 に は、 都の食品環境指導セ ン タ ー に 依頼 さ れ た 検 査 の 結果 も 含 ま れ

て い る の で、 重複 は 避 け た。

（注 3 ) こ の様子は、 日 本子孫基金製作の ビデオ 『 ポ ス ト ハ ー ベ ス ト 農薬汚染 2 』 1995年で紹介 さ れて い る 。

（注 4 ) 1992年12月 12 日 付毎 日 新聞。

（注 5 ) 同上記事。

（注 6 ) 日 本子孫基金発行 『 食品 と 暮 ら し の 安全 』 第 112号 2 頁。

（注 7 ) 東京都食品環境指導セ ン タ 一発行 『 1998年食品衛生デー タ ブ ッ ク 』 27頁。

（注 8 ) 日 本子孫基金制作の前 出 ビ デ オ。

（注 9 ) 厚生省 は 「2000年 ま で に200農業程度」 に基準を策定 し た い と い う 意向 で あ っ た が、 日 本で使用が許可さ れ て い る 農 薬 成

分 だ け み て も 約400種類あ り 、 世界で食用作物に 使用 さ れ る 農薬成分 は約700種類あ る と L 寸 。 ま た 各作物 に つ い て 、 基

準の あ る 農薬すべてが検奈 さ れ る わ け で も な L 、。

（注10) HEALTH &WORKERS GROUP, Council for Primary Health Care, Inc . ,  W出 My Work Make Me Sick? A 

Preliminary Report On The Effects of Pesticides And Other Agro-Chemicals On Banana And Pineapple 

Plantation Workers In The Philippines, 1985. 

（注11 ) 中村洋子 他 『 バ ナ ナ か ら 人権へ ー フ ィ リ ピ ン バ ナ ナ を め ぐ る 市民運動 ー 』 前 出書。

（注12) !BON Facts & Figures vol.23, NOS. 1 1 ー 12, 1 5 - 30 June 2000, P. 4 .  

（注13) パ イ デ イ ト L と い う 農業名 で密輸 さ れて い る と の こ と で あ る （PPI, Farmers News & Views 1 st - 2 nd Guarter 2001 ,  

P.51）。

（注14) 同 セ ン タ ー の機関誌 Bantaaw vol.IV, N0.27, 1990，。

（注15) 1993年 8 月 7 日 付 中 日 新問。

（注16) 1995年 7 月 25 日 付中 日 新聞。

（注17) 地元紙の記事を、 フ ィ リ ピ ン 情報セ ン タ ー ・ ナ ゴ ヤ発行の 『 NCPCニ ュ ー ス 』 N0.62 (1997年 4 月 21 日 発行） が錫載。

（注18) Tadem et.al., Showcases of Underdevelopment 泊 Mind阻ao : Fishes, Forest温， and Fruits, 1984, P .191 .  

（注19) 『 NCPCニ ュ ー ス 』 N0.49 (1993年1 1月 24 日 発行）。
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